
一般財団法人山梨県交通安全協会交通事故見舞金交付規程 

 

（目的） 

第１条  この規程は、一般財団法人山梨県交通安全協会（以下、「本協会」とい

う。）の普通会員が交通事故による死亡又は怪我による入院が生じた場合、見

舞金を交付することを定めることを目的とする。 

（見舞金交付対象者） 

第２条 見舞金は、自動車運転免許証の更新時等に普通会員として入会し、会員

証の交付を受けた本人又はその遺族に交付する。 

（見舞金交付対象事案） 

第３条 見舞金の交付対象事案は、会員の加入期間中の日本国内での交通事故

によるもので、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書が取得できるも

のであること。 

（見舞金の種類と金額） 

第４条  見舞金の種類と金額は、次のとおりとする。 

(1) 死亡見舞金 

事故の日からその日を含めて１８０日以内に、前条の事故に起因して死

亡したとき１０万円を交付する。 

(2)  入院見舞金 

前条の事故に起因して病院に１０日以上入院したとき、見舞金として１

万円を交付する。 

（見舞金申請手続き） 

第５条 見舞金の交付を受けようとする会員又は会員が死亡したときの法定相

続人は、見舞金の申請事案が発生したときから 1年以内（死亡の場合死亡日が

起算日、入院の場合は退院した日が起算日）に見舞金交付の申請手続きをしな

ければならない。 

（見舞金交付対象外の事故） 

第６条 次の各号に掲げる事故は、見舞金を交付しないものとする。 

(1)  故意、自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による交通事故 

(2)  飲酒運転、無免許運転又は麻薬等の影響による交通事故 

(3)  自動車等の競技、競争、興行、訓練又は試運転中による交通事故 

(4)  地震、噴火、津波等自然災害が起因した交通事故 

(5)  職務としての交通乗用具への荷物、貨物等積込み作業、交通乗用具から

の荷物等の積卸し作業又は交通乗用具上での荷物等の整理作業に直接起

因する事故 

（遺族の範囲） 



第７条 第２条の見舞金を受けることのできる遺族の範囲及び順位は、労働基

準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号）第４２条の規程を準用する。 

（見舞金の交付申請） 

第８条  見舞金の交付を受けようとする者は、見舞金交付申請書（第１号様式）

に次の書類を添えて本協会会長（以下「会長」という。）に申請するものとする。 

(1) 死亡の場合 

ア  交通事故証明書 

イ  死亡診断書又は死体検案書 

ウ  戸籍謄本又は見舞金の交付の対象者であることを証明する書類 

エ  会員証 

(2)  入院の場合 

ア  交通事故証明書 

イ 退院証明書(１０日以上) 

ウ  会員証 

２ 入院見舞金と死亡見舞金の重複した申請は認められない。 

（申請書類の経由） 

第９条 前条の規程により会長に申請する場合には、申請書類を本人の住居地

を管轄する本協会支所長（以下「支所長」という。）に提出するものとする。 

２ 前項の場合、支所長は、提出を受けた申請書類について意見を付して会長に

送付するものとする。 

（見舞金の決定） 

第１０条 会長は、前条の申請書を受理したときは、審査委員会に諮って交付の

可否及び交付する場合には、見舞金額を決定し、見舞金決定通知書（第２号様

式）により、支所長をして申請者に通知するものとする。 

２ 会長は、見舞金を交付しないと決定した場合には、支所長をして申請者にそ

の旨通知するものとする。 

（審査委員会） 

第１１条  審査委員会は、本協会の副会長をもってこれにあてる。  

附 則 

１  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

２  この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

３ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

交通事故見舞金申請における経過措置 

 施行以前の、後遺障害見舞金については、２０２０年３月３１日までに申請を

したものについて改正前の規程を運用する。 

 



様式第１号 

 年   月   日 

一般財団法人山梨県交通安全協会長  殿 

                             

申請者 

                             住所 

                             氏名                   印 

 

見 舞 金 交 付 申 請 書 

 

一般財団法人山梨県交通安全協会交通事故見舞金交付規程第８条の規程により、   

の交付を申請します。 

 

事故の 

当事者 

住所 職業  性 別 申請者との関係 

氏名 年齢    

 

 

 

 

 

 

 

交通事故

の 状 況 

 

 

 

 

 

 

日 時          年   月   日     時  分頃 

場 所 

事故の状況 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

 

 

 

 



様式第２号 

 

第       号 

   年   月  日 

 

       殿 

 

        

一般財団法人山梨県交通安全協会    

        会長               印 

 

 

見 舞 金 決 定 通 知 書 

 

  年  月  日付申請のあった交通事故見舞金の交付については、下記

のとおり決定したので通知します。 

記 

 

見舞金の額              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考資料） 

労働基準法施行規則（抄） 

 

（昭和２２年厚生省令２３号） 

 

（遺族補償を受ける者） 

第４２条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者（婚姻の届出をしなくとも事実

上婚姻と同様の関係ある者を含む。以下同じ）とする。 

２ 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び

祖父母で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者

の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は前段に掲げる順序による。

この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


